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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板金部材で構成された筐体と、この筐体の上部に設置されたプロペラファンと、このプ
ロペラファンの周囲に設けられる樹脂製のベルマウスと、このベルマウスの周囲を囲う板
金製のベルマウスカバーを備えた空気調和機の室外機において、
　前記筐体の上端部外周側に形成され内側に折り曲げた折り曲げ部と、
　前記ベルマウスの下端側に形成され外周縁が下方に折り曲げられた外周縁部を備え、
　前記筐体の前記折り曲げ部により形成された凹部に前記ベルマウスの前記外周縁部を配
置した状態で、前記ベルマウスが前記筐体に取付けられ、
　前記ベルマウスカバーは前記ベルマウスの外周側に配置されて前記筐体に取付けられて
おり、
　前記筐体は、板金製の外周カバーを備えると共に、前記筐体の上端部側における前記外
周カバーよりも内側には板金製のステーが設けられ、このステーには筐体の外側に向かう
切り起こし部が形成され、この切り起こし部に前記ベルマウスがネジ固定されていること
を特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項２】
　請求項１に記載の空気調和機の室外機であって、
　前記ベルマウスの外周縁部の外周面は、前記筐体の前記凹部より下方の外周面と同一平
面となるか内側に位置するように配置されていることを特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項３】
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　請求項１に記載の空気調和機の室外機であって、
　前記ベルマウスの外周縁部の外周面は、前記折り曲げ部の外周面と前記筐体の前記凹部
より下方の外周面との間に位置するように配置されていることを特徴とする空気調和機の
室外機。
【請求項４】
　請求項１に記載の空気調和機の室外機であって、
　前記ベルマウスカバーは、前記ベルマウスと共に前記切り起こし部に固定されているこ
とを特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項５】
　請求項１に記載の空気調和機の室外機であって、
　前記ベルマウスカバーは前記筐体に対し脱着可能に取付けられ、前記ベルマウスカバー
を取り外した状態でも、前記ベルマウスは前記筐体に対し風漏れしないように取付けられ
ていることを特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項６】
　請求項５に記載の空気調和機の室外機であって、
　前記ベルマウスの上端には、樹脂またはワイヤー製の吹出し網を取り付けるための固定
部が具備されていることを特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項７】
　板金部材で構成された筐体と、この筐体の上部に設置されたプロペラファンと、このプ
ロペラファンの周囲に設けられる樹脂製のベルマウスと、このベルマウスの周囲を囲う板
金製のベルマウスカバーを備えた空気調和機の室外機において、
　前記筐体の上端部外周側に形成され内側に折り曲げた折り曲げ部と、
　前記ベルマウスの下端側に形成され外周縁が下方に折り曲げられた外周縁部を備え、
　前記筐体の前記折り曲げ部により形成された凹部に前記ベルマウスの前記外周縁部を配
置した状態で、前記ベルマウスが前記筐体に取付けられ、
　前記ベルマウスカバーは前記ベルマウスの外周側に配置されて前記筐体に取付けられて
おり、
　前記筐体は、板金製の外周カバーを備え、前記折り曲げ部は前記板金製の外周カバーに
形成されると共に、前記折り曲げ部を有する前記外周カバーの上端面又は側面に、前記ベ
ルマウスが固定され、
　前記ベルマウスカバーは、前記外周カバーの上端面に、略Ｌ字型の取付け部材を介して
、前記ベルマウスと共に固定されていることを特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項８】
　請求項７に記載の空気調和機の室外機であって、
　前記ベルマウスカバーは、前記折り曲げ部よりも下方の前記外周カバーに固定されてい
ることを特徴とする空気調和機の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気調和機の室外機に係り、特に、上吹きタイプの室外機において、樹脂製の
ベルマウスを囲う板金製のベルマウスカバーを備えているものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化防止、ランニングコスト削減に対するニーズの高まりにより、店舗や
オフィスビルのエネルギー消費量の多くを占める空気調和機の省エネ化が推進されている
。電動機を用いたヒートポンプ式空気調和機の消費電力低減の手段としては圧縮機、熱交
換器、送風機など各構成機器の高性能・高効率化が追求されている。
【０００３】
　また、コンビニエンスストア等の普及に伴い、住宅地に設置される空気調和機の室外機
の数が多くなったことや、高層マンションの普及等に伴い、ビル屋上等に設置されること
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の多いビル用マルチパッケージエアコンも増加していることに伴い、室外機から発生する
騒音が増大する傾向にある。　
　空冷ヒートポンプ式空気調和機の騒音源としては主として圧縮機や送風機等が挙げられ
、様々な技術が開発されている。
【０００４】
　このような背景から、ファンの高効率化と低騒音化を図るとともに、ビル用マルチパッ
ケージエアコンで多く見られる上吹きタイプの室外機のベルマウスの高性能化にも配慮が
為され、曲面やＲ部を多用した複雑な形状のベルマウスを採用するケースが少なくない。
このような観点からベルマウスは形状的な自由度が高く、かつ量産性に優れた樹脂材料を
用いることが多い。
【０００５】
　一方、室外機の筐体の外観を構成するカバーやフレーム部材は、強度や耐火性等を配慮
し、板金部材で構成されているのが一般的であるが、近年、コスト低減の観点から、予め
塗装されたプレコートメタル（以下ＰＣＭ鋼板）を用いる場合が多い。ＰＣＭ鋼板を用い
る場合の注意点は、切断面に無塗装面が露出するため錆びやすく、ＰＣＭ鋼板の端面が製
品外観から見えない位置、例えば他の部品の内側に配置させるなど、配慮する必要がある
。特に、室外機の筐体上端には、カバー、フレーム、ステー等の様々な板金部材の端面が
位置するため、端面を樹脂製のベルマウスの内側に配置するように構成する場合が多い。
【０００６】
　しかし、室外機の送風機の吹出口は、熱交換器で熱交換した後の温度となるため、一般
的なビル用マルチパッケージエアコンの場合、吹出温度範囲は－３０～＋６０℃に達する
。例えば、前記ベルマウスを一般的な樹脂材料で製作した場合、その線膨張係数は、例え
ば１０×１０－５（１／℃）となり、製品幅寸法が１ｍであれば、その寸法変化量は、１
（ｍ）×１０×１０－５（１／℃）×温度差９０（℃）＝９（ｍｍ）となり、樹脂製のベ
ルマウスと、カバーやフレームを構成している板金部品との熱伸縮量の差から、ねじ固定
部などで破損に至る虞がある。
【０００７】
　この樹脂製ベルマウスと、カバーやフレーム等の筐体を構成している板金部材との熱伸
縮量の差による破損の課題に対し、特開２０１２－４２１４１号（特許文献１）のもので
は、次の対策を講じている。　
　即ち、樹脂製ベルマウスの外縁が前記筐体の上端辺に沿って曲げられた空気調和機の上
吹きタイプの室外機において、前記樹脂製ベルマウスに、このベルマウスが熱収縮するこ
とにより、前記筐体との接触部に作用する力を吸収する伸縮部を設けている。この伸縮部
により、樹脂製ベルマウスの熱収縮による当該ベルマウスの破損を防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１２－４２１４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１のように、ベルマウスに伸縮部を設けた場合、ベルマウスの熱収縮を吸
収することはできる。しかし、カバーやフレーム等の筐体を構成している板金部品を樹脂
製ベルマウスの内側に配置すると、該ベルマウスの側面が筐体側面からベルマウスの板厚
分以上出っ張った外観となってしまう。樹脂製のベルマウスの場合、強度面や成形面から
、２～３ｍｍ程度の板厚とすることが望ましく、ベルマウスや筐体などの成型品の寸法公
差や組立公差を考慮して製作すると、ベルマウスの外縁は、筐体側面から数ｍｍ以上も出
っ張る形となり、外観上好ましくないという課題がある。
【００１０】
　また、遮音性、防火性、回転体に対する安全性等を高めるため、前記ベルマウスの周囲
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を板金製のカバー(以下、ベルマウスカバーと称す)で囲う場合が増加している。このよう
な場合、前記ベルマウスカバーを樹脂製の前記ベルマウスに直接ネジ固定することは強度
上好ましくないため、通常、カバーやフレーム等の筐体側の板金部材に固定する。
  しかし、ベルマウス外縁が筐体側面から数ｍｍも出っ張っているため、ベルマウスの外
周を囲うベルマウスカバーは更に出っ張る形となり、著しく外観を損ねてしまうという課
題がある。
【００１１】
　本発明の目的は、外観を損ねることなくベルマウスカバーを取り付けることができ、且
つ樹脂製のベルマウスの熱伸縮も吸収することのできる空気調和機の室外機を得ることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明は、板金部材で構成された筐体と、この筐体の上部
に設置されたプロペラファンと、このプロペラファンの周囲に設けられる樹脂製のベルマ
ウスと、このベルマウスの周囲を囲う板金製のベルマウスカバーを備えた空気調和機の室
外機において、前記筐体の上端部外周側に形成され内側に折り曲げた折り曲げ部と、前記
ベルマウスの下端側に形成され外周縁が下方に折り曲げられた外周縁部を備え、前記筐体
の前記折り曲げ部により形成された凹部に前記ベルマウスの前記外周縁部を配置した状態
で、前記ベルマウスが前記筐体に取付けられ、前記ベルマウスカバーは前記ベルマウスの
外周側に配置されて前記筐体に取付けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、外観を損ねることなくベルマウスカバーを取り付けることができ、且
つ樹脂製のベルマウスの熱伸縮も吸収することのできる空気調和機の室外機を得ることが
できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の空気調和機の室外機の実施例１を示す斜視図。
【図２】図１に示す室外機の平面図で、図１に示す吹出し網を除去して示す図。
【図３】図１に示す室外機の側断面図。
【図４】図１に示す室外機からベルマウスカバーを外した状態を示す室外機の斜視図。
【図５】図１に示す室外機におけるベルマウスカバー取付け部の要部拡大断面図。
【図６】図１に示す室外機におけるベルマウスカバー取付け部の別の例を示す要部拡大断
面図。
【図７】図６に示す正面ステーへの正面カバーの取付けを説明する要部斜視図。
【図８】空気調和機の室外機の従来例を示す正面図。
【図９】図８に示す従来の室外機にベルマウスカバーを取り付けた状態を示す正面図。
【図１０】図９に示す従来の室外機におけるベルマウスカバー取付け部の要部拡大断面図
。
【図１１】本発明の空気調和機の室外機の実施例２を示す要部拡大断面図で、図５に相当
する図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の空気調和機の室外機の具体的実施例を図面に基づいて説明する。各図に
おいて、同一符号を付した部分は同一或いは相当する部分を示している。
【実施例１】
【００１６】
　本発明の空気調和機の室外機の実施例１を図１～図１０を用いて説明する。　
　まず、図１～図４を用いて、本実施例の室外機の全体構成を説明する。図１は本発明の
空気調和機の室外機の実施例１を示す斜視図、図２は図１に示す室外機の平面図で、図１
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に示す吹出し網を除去して示す図、図３は図１に示す室外機の側断面図、図４は図１に示
す室外機からベルマウスカバーを外した状態を示す室外機の斜視図である。
【００１７】
　これらの図において、１は空気調和機の室外機で、板金部材で構成された筐体２、この
筐体２の上部に設置されたプロペラファン３、このプロペラファン３の周囲に設けられる
樹脂製のベルマウス４、このベルマウス４の外周側の上端から下端までを囲う板金製のベ
ルマウスカバー５、前記筐体２内の背面側及び側面側に配置された熱交換器６、前記筐体
２の底板２ａ上に設置された圧縮機などの冷凍サイクル部品７及び制御基盤などを収納し
た電気品箱８等を備えている。
【００１８】
　前記筐体２の４側面には板金製の外周カバー２１が配置されている。この外周カバー２
１は、正面カバー２１ａ、側面カバー２１ｂ及び背面カバー２１ｃを備え、前記側面カバ
ー２１ｂと背面カバー２１ｃは、外気を前記熱交換器６に取り入れるための開口を形成す
るように、両側面及び背面の周囲にのみ設けられている。
【００１９】
　また、前記筐体２上部の前部及び後部には左右に延びるステー２２（正面ステー２２ａ
、背面ステー２２ｂ）が設けられ、更に、前記正面ステー２２ａと前記背面ステー２２ｂ
に架け渡されるようにファンモータ３ａを支持する支持部材（モータクランプ）２３が設
けられている。
【００２０】
　前記ベルマウスカバー５は、板金部材で製作された正面部５ａ、左右の側面部５ｂ及び
背面部５ｃにより構成されている。　
　なお、２ｂは室外機１を支持する足部、９はワイヤー製の吹出し網（ファンガード）で
、この吹出し網９は、図１に示すようにベルマウスカバー５を有するものでは該ベルマウ
スカバー５の正面部５ａ及び背面部５ｃに取り付け、図４に示すようにベルマウスカバー
５を有さないものでは前記ベルマウス４の上端に設けられた固定部４ａに取り付けられる
。前記固定部４ａはねじによる固定が好ましいが、掛合や嵌合による固定部としても良い
。４ｂはベルマウス４下端の外周縁部、４ｃはベルマウス４のダクト部、４ｄはベルマウ
ス４の天板部である。また、１０は前記ベルマウス４を前記天板部４ｄで固定するための
ねじ、１１は前記ベルマウス４を前記外周縁部４ｂで固定するためのねじである。
【００２１】
　筐体上部に配置されたプロペラファン３がファンモータ３ａによって回転することで、
筐体の側面から背面にかけて配置された熱交換器６から吸い込まれた外部の空気は、熱交
換器６で熱交換され、プロペラファン３の周囲に配置されたベルマウス４よりも上方へ吹
き出される。従って、ベルマウス４から吹き出される空気の温度は熱交換された分だけ変
化するため、冷房時にはより高温に、暖房時にはより低温になる。そのため、ベルマウス
４の使用温度範囲は－３０℃から＋６０℃にも達する。
【００２２】
　一方、ベルマウス４はプロペラファン３の外周を囲うように円筒状に構成され、滑らか
な曲面で構成されているため、本実施例では樹脂材料を用いて製作されている。また、筐
体２を構成する板金製の外周カバー２１としては、コストの面から、予め塗装を施したＰ
ＣＭ鋼板を採用すること多い。外周カバー２１にＰＣＭ鋼板を採用した場合、切断面の無
塗装部分から錆が発生しやすいため、この切断面が雨等に濡れないように、前記外周カバ
ー２１上端の切断面を樹脂製の前記ベルマウス４の内側に配置するように構成している。
【００２３】
　しかし、前述した通り、ベルマウス４の使用温度範囲は非常に広いため、熱伸縮量は数
ｍｍにも達する。更に、大型の樹脂成型品は、成型寸法のバラツキも無視できないため、
単純にベルマウス４を筐体に被せるような構造とした場合、図８に示すように、筐体２よ
りも一回り大きな寸法で構成する必要がある。なお、図８は空気調和機の室外機の従来例
を示す正面図である。
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【００２４】
　一方、遮音性や防火性、回転体に対する安全性等を高めるために、ベルマウス４の周囲
を板金製のベルマウスカバー５で囲う場合がある。ここで、ベルマウス４の周囲を板金製
のベルマウスカバー５で囲うようにした従来の空気調和機の室外機の例を図９に示す。こ
の図９は図８に示す従来の室外機にベルマウスカバー５を取り付けた状態を示す正面図で
ある。　
　図９に示すように、図８に示す構造の室外機１に対しベルマウスカバー５を取り付ける
と、筐体２上部が大きく出っ張った形となり、外観上好ましくない。
【００２５】
　そこで、外観を損ねることなくベルマウスカバー５を取り付けることができ、且つ樹脂
製のベルマウス４の熱伸縮も吸収できるようにした本実施例の空気調和機の室外機の構造
を、図１～図４及び図８、図９を参照しつつ、図５及び図１０を用いて説明する。図５は
図１に示す室外機におけるベルマウスカバー取付け部の要部拡大断面図、図１０は図９に
示す従来の室外機におけるベルマウスカバー取付け部の要部拡大断面図である。
【００２６】
　まず、図９に示す従来の室外機におけるベルマウス４及びベルマウスカバー５の取付け
構造について図１０を用いて説明する。図１０に示すように、ベルマウス４は、その下端
側である外周縁が下方に折り曲げられた外周縁部（ベルマウス側面）４ｂに形成されてお
り、外周カバー２１（この例では側面カバー２１ｂ）の外周側に上方から嵌め込まれ、外
周カバー２１の上端面にねじ１０により固定されている。また、前記ベルマウス４は、該
ベルマウス４や前記筐体２などの成型品の寸法公差や組立公差を考慮して製作されている
。
【００２７】
　このため、図８、図９に示すように、ベルマウス４は筐体側面（外周カバー２１）から
外側に大きく出っ張る形態となり、ベルマウスカバー５は、出っ張ったベルマウス４の外
側に配置されるため、更に外側に出っ張る形態となる。
【００２８】
　また、ベルマウスカバー５は、前記ベルマウス４の熱伸縮を吸収できるように、前記ベ
ルマウス４の外周縁部４ｂの外側に隙間を形成して配置され、前記外周縁部４ｂよりも下
方で前記外周カバー２１にねじ１２により固定されている。前記ベルマウス４の熱伸縮等
を考慮して、前記ベルマウス４の外周縁部４ｂと前記ベルマウスカバー５との間には十分
な大きさの隙間を形成する必要がある。このため、図９に示すように、ベルマウスカバー
５が外周カバー２１よりも大きく（例えば１０ｍｍ以上）出っ張る状態になり、室外機１
の外観が損なわれてしまう。
【００２９】
　これに対し、本実施例では、図５に示すように、前記筐体２の上端部外周側を内側に折
り曲げた折り曲げ部２４を形成している。即ち、図５に示す例では、筐体２を形成してい
る側面カバー２１ｃを内側に折り曲げて、前記折り曲げ部２４を形成している。この折り
曲げ部２４により、前記筐体２の上部には凹部２５が形成され、この凹部２５に前記ベル
マウス４の外周縁部４ｂが上方から挿入されて配設されている。
【００３０】
　なお、前記折り曲げ部２４外周面と前記ベルマウス４の外周縁部４ｂとの隙間は、前記
ベルマウス４や前記筐体２などの寸法公差や組立公差、及び前記ベルマウス４の熱伸縮を
吸収できる大きさに形成されている。また、ベルマウス４は、側面カバー２１ｂの上端面
にねじ１０により固定されているが、前記折り曲げ部２４は筐体２の内外方向への変形も
し易い構造なので、ベルマウス４の熱収縮を前記折り曲げ部２４で吸収することもでき、
前記ねじ１０の固定部に発生する応力も軽減することができる。
【００３１】
　本実施例によれば、前記ベルマウス４の外周縁部４ｂが前記凹部２５に配設されるため
、前記ベルマウス４を、前記筐体２の側面と同一面となるように、若しくは筐体２側面よ
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りも内側に配置することができる。これにより、前記ベルマウス４の下端から上端までを
囲い、前記筐体２とは別体のベルマウスカバー５を、筐体２とほぼ同じ大きさに構成する
ことが可能となる。即ち、ベルマウスカバーは板金製であるので、その板厚は、１ｍｍ程
度であるから、ベルマウスカバー５の寸法を筐体２とほぼ同じにすることができる。従っ
て、ベルマウスカバー５を筐体２と略同一平面になるように設けることができるから、外
観を損ねることなくベルマウスカバー５を取り付けることができ、しかも樹脂製ベルマウ
ス４の熱伸縮も吸収できる空気調和機の室外機を得ることができる。
【００３２】
　また、前記ベルマウス４は前記筐体２に対し、従来のベルマウスカバーのないものと同
様に、機密が保たれ風漏れしないように取り付けられており、一方前記ベルマウスカバー
５は、前記筐体２に対し前記ねじ１２により着脱自在に構成されているので、図４に示す
ように、ベルマウスカバー５を取り外した状態で室外機１を使用しても、室外機１内を流
れる空気の流路の機密を確保でき、風漏れを防止できるように構成されている。従って、
ベルマウスカバー５があるものとないものとの両仕様の空気調和機の室外機を実現できる
効果もある。
【００３３】
　図５に示すベルマウスカバー取付け部の別の例を、図６及び図７を用いて説明する。図
６は図１に示す室外機におけるベルマウスカバー取付け部の別の例を示す要部拡大断面図
、図７は図６に示す正面ステーへの正面カバーの取付けを説明する要部斜視図である。
【００３４】
　上述した図５に示す例は、筐体２の側面カバー２１ｂ上端部に折り曲げ部２４を設けて
凹部２５を形成し、この凹部２５にベルマウス４の外周縁部４ｂを配設するようにしたも
のである。これに対し、図６の例は、筐体２の正面カバー２１ａ（外周カバー２１）の上
端側におけるベルマウスカバー取付け部の構造として好ましい例を示すものである。
【００３５】
　筐体２内の正面側には、空気調和機の施工やサービスを行う際にアクセスし易いように
、電気品箱８や圧縮機などの冷凍サイクル部品７が集約されて配置されている。従って、
正面カバー２１ａは脱着可能な構造にする必要がある。
【００３６】
　そこで、前述したように、筐体２の外周カバー２１を構成する正面カバー２１ａの上端
部側における内側には板金製の前記正面ステー２２ａが設けられているので、本実施例で
は、図６に示すように、前記正面ステー２２ａに、ベルマウス４をねじ１３により、また
正面カバー２１ａをねじ１４により固定している。また、ベルマウスカバー５は、ベルマ
ウス４をその上端から下端まで全て覆う位置で、且つ前記正面カバー２１ａを前方から脱
着できる位置まで配置され、前記ベルマウス４と共に前記ねじ１３により前記正面ステー
２２ａに取付けられている。
【００３７】
　前記正面ステー２２ａにおける前記ねじ１３，１４の固定部の部分には、図６、図７に
示すように切り起こし部２６（２６ａ，２６ｂ）が形成され、この切り起こし部２６に前
記ねじ１３，１４を螺合するためのねじ穴が形成されている。
【００３８】
　このように、正面ステー２２ａに前記切り起こし部２６を設けることにより、前記ベル
マウスカバー５の外周面と前記正面カバー２２ａの外周面との位置を揃えた状態でこれら
を固定することができる。
【００３９】
　また、前記切り起こし部２６は、その切断面と平行な方向（図７の例では左右方向）に
変形し易いので、ベルマウス４の左右方向の熱伸縮を吸収することができる。また、前記
正面ステー２２ａは左右方向に長いので、前後方向にも変形し易い。従って、前記ねじ１
３，１４の固定部に過大な応力が発生するのを防止できる。
【００４０】
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　なお、この図６に示す例では、筐体を構成する正面カバー２１ａ上端部側に、内側に折
り曲げた折り曲げ部２７が形成され、この折り曲げ部２７の外側に、前記ベルマウス４の
外周縁部４ｂが配設されるように構成されている。前記折り曲げ部２７の上端は前記切り
起こし部２６ａよりも下方に位置している。また、ベルマウス４の外周縁部４ｂと、前記
切り起こし部２６ａ及び前記折り曲げ部２７との間には、図５に示す例と同様に、ベルマ
ウス４や筐体２などの寸法公差や組立公差、及び前記ベルマウス４の熱伸縮を吸収できる
ように隙間が形成されている。
【００４１】
　筐体２の正面側については、上述した図６、図７に示す構成とすることにより、ベルマ
ウスカバー５を筐体２と略同一平面になるように設けることができるから、外観を損ねる
ことなくベルマウスカバー５を取り付けることができ、また樹脂製ベルマウス４の熱伸縮
も吸収でき、更にサービス性にも優れた空気調和機の室外機を得ることができる。
【００４２】
　なお、筐体２の背面側については、図３に示すように、背面ステー２２ｂが設けられて
いるので、この背面ステー２２ｂに、図５に示すような折り曲げ部２４を形成し、ベルマ
ウス４の外周縁部４ｂとベルマウスカバー５をねじで取り付けるようにすれば良い。
【実施例２】
【００４３】
　本発明の空気調和機の室外機の実施例２を、図１１を用いて説明する。図１１は本実施
例２を示す要部拡大断面図で、図５に相当する図であり、図１１に示す部分以外の構造に
ついては上述した実施例１の室外機の構造と同様であるので、説明を省略する。
【００４４】
　本実施例２では、実施例１における図５に示す部分の構成に対し、図１１に示すように
、ベルマウスカバー５を取り付けるための略Ｌ字形の取付け部材１５を介して、前記ベル
マウスカバー５を固定するように構成しているものである。前記取付け部材１５には、ね
じを取り付けるためのねじ穴１５ａが予め形成されている。
【００４５】
　本実施例においては、ベルマウスカバー５を取り付ける前に、前記取付け部材１５をベ
ルマウス４と共に、外周カバー２１（この例では側面カバー２１ｂ）の上端面にねじ１０
により固定しておく。なお、図５に示す例と同様に、ベルマウス４の外周縁部４ｂは、前
記外周カバー２１の上端部側の折り曲げ部２４により形成される凹部２５に配設される。
【００４６】
　次に、ベルマウスカバー５を、上方から筐体２を構成している前記外周カバー２１の上
部に嵌め込み、前記取付け部材１５にねじ１６によって固定する。
【００４７】
　図４に示すように、ベルマウスカバーのない状態のものを標準的な室外機とし、ベルマ
ウスカバー５をオプションとして装着する場合に本実施例は特に有効である。　
　即ち、ベルマウスカバーのない状態のものを標準的な室外機とした場合、図５に示す実
施例１の構造を採用すると、ねじ１２の位置にはねじ穴が設けられていないため、現地で
外周カバー２１（側面カバー２１ｂ）に、ねじ穴を設けるための穴あけ作業が必要となっ
てしまう。これに対し図１１に示す本実施例２の構造を採用すると、取り付け部材１５を
用いることにより、現地での穴あけ作業が不要となる。
【００４８】
　また、図５に示すものにおいて、外周カバー２１への現地での穴あけ作業や、ねじ１２
を締める作業は、室外機１が隣接設置されている場合、特に困難になる。これに対し、本
実施例２を採用すれば、室外機１が隣接設置されている場合でも、ベルマウスカバー５の
取付作業を容易に行うことができる。
【００４９】
　本実施例２のように構成しても上記実施例１と同様の効果が得られ、且つ、ベルマウス
カバー５をオプションとして装着する場合でも現地での穴あけ作業が不要となり、施工性
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【００５０】
　なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
また、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり
、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５１】
１：室外機、
２：筐体、２ａ：底板、２ｂ：足部、
２１：外周カバー、２１ａ：正面カバー、２１ｂ：側面カバー、２１ｃ：背面カバー、
２２：ステー（２２ａ：正面ステー、２２ｂ：背面ステー）、
２３：支持部材（モータクランプ）、２４，２７：折り曲げ部、２５：凹部、
２６，２６ａ，２６ｂ：切り起こし部、
３：プロペラファン、３ａ：ファンモータ、
４：ベルマウス、４ａ：固定部、４ｂ：外周縁部（ベルマウス側面）、
４ｃ：ダクト部、４ｄ：天板部、
５：ベルマウスカバー、５ａ：正面部、５ｂ：側面部、５ｃ：背面部、
６：熱交換器、７：冷凍サイクル部品、８：電気品箱、
９：吹出し網、１０～１４，１６：ねじ、
１５：取付け部材、１５ａ：ねじ穴。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】
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